
香川県週休２日工事実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設現場の現場閉所により週休２日を確保する完全週休２日（土日）

工事及び４週８休（月単位）工事並びに技術者及び技能労働者の交替により週休２日を確

保する完全週休２日交替制工事の推進に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 対象工事は、香川県土木部（住宅課を除く）において発注する次の工事とする。 

（１）完全週休２日（土日）工事においては、通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が

必要な工事を除く土木工事積算基準により積算した全ての工事 

（２）４週８休（月単位）工事においては、通年維持工事や応急対応工事等の緊急対応が必

要な工事を除く港湾請負工事積算基準により積算した全ての工事 

（３）完全週休２日交替制工事においては、土木工事積算基準により積算した通年維持工事

や応急対応工事等の緊急対応が必要な工事 

 

（対象期間） 

第３条 対象期間は、工事着手日から竣工日までの期間とする。ただし、年末年始休暇の６

日間、夏季休暇の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間及び発注者が対象外としている期間は含まないものとする。 

 

（休工の定義） 

第４条 この要領における休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業

を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が

閉所された状態をいう。 

 

（休工日等の確保） 

第５条 完全週休２日（土日）工事における休工日の確保は、次のとおりとする。 

（１）受注者は、原則として、第３条にて規定する対象期間において、土曜日及び日曜日を

休工日としなければならない。ただし、災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等の

ために継続して行わなければならない作業を行う場合は、この限りでない。 

（２）受注者は、やむを得ず土曜日または日曜日を休工日にできない場合は、前後７日以

内の土曜日または日曜日以外の曜日に休工日の振替を行うことができる。 

（３）受注者は、降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、前後の土曜日又は日

曜日に振替を行うことができる。 

２ ４週８休（月単位）工事における休工日の確保は、次のとおりとする。 

（１）第３条にて規定する対象期間の全ての月で４週８休以上の現場閉所を行わなければ

ならない。ただし、災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等のために継続して行わ



なければならない作業を行う場合は、この限りでない。 

（２）受注者は、やむを得ずあらかじめ定めた休工日を休工日にできない場合は、振替を

行うことができる。 

（３）受注者は、降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、振替を行うことがで

きる。 

３ 完全週休２日交替制工事の受注者は、第３条にて規定する対象期間の全ての週で、技術

者及び技能労働者が交替しながら１週間に２日以上の休日の確保を行わなければならな

い。 

 

（入札公告等における記載） 

第６条 発注者は、入札公告等に完全週休２日（土日）工事、４週８休（月単位）工事又

は完全週休２日交替制工事であることを明示するとともに、特記仕様書に記載するもの

とする。 

 

（工事着手前の協議） 

第７条 完全週休２日（土日）工事及び４週８休（月単位）工事の受注者は、工事着手日

までに、休工日が確認できるように施工計画書に記載するとともに、その工程について

工事監督員と協議しなければならない。 

２ 完全週休２日交替制工事の受注者は、工事着手日までに、技術者及び技能労働者の休

日を確保するための施工体制や休日の確保を証明する方法を施工計画書に記載すると

ともに、その工程について工事監督員と協議しなければならない。 

 

（工事中標示板） 

第８条 受注者は、工事中標示板に、完全週休２日（土日）工事、４週８休（月単位）工事

又は完全週休２日交替制工事である旨を記載するものとする。 

 

（休工日に作業を行う場合の措置） 

第９条 受注者は、第５条第１項第２号及び第５条第２項第２号に基づき休工日に作業を

行う場合は、事前に理由、振替対応の有無及び振替日を口頭により工事監督員へ報告し

なければならない。   

 

（作業予定日を休工とする場合の措置） 

第１０条 受注者は、第５条第１項第３号及び第５条第２項第３号に基づき作業予定日を

休工とする場合は、事前に理由、振替対応の有無及び振替日を口頭により工事監督員へ

報告しなければならない。 

 

 

 



（実施状況の報告） 

第１１条 受注者は、土木工事共通仕様書１－１－22 に規定する出来形数量の提出時に、

完全週休２日（土日）工事及び４週８休（月単位）工事においては休工日の確保の状況

を、完全週休２日交替制工事においては休日の確保の状況を工事監督員に工事打合せ簿

で報告しなければならない。 

 

（工事監督員の休日確保の取組み） 

第１２条 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日の作業が生じるような指 

 示を行ってはならない。 

 

（経費の負担） 

第１３条 ４週８休（月単位）工事において、発注者は、当初設計で月単位の週休２日を

達成した場合の補正を行い、現場閉所日数の割合を確認し、月単位で４週８休に満たな

いものは、変更設計を行うものとする。 

 

（工事成績評定） 

第１４条 発注者は、受注者に明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、

工事成績評定において考査するものとする。 

 

（アンケート調査の実施） 

第１５条 発注者がアンケート調査を行う場合、受注者はそれに協力すること。 

 

 

附則 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年７月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、令和８年７月１日から施行し、同日以降において積算業務に着手 

する工事に適用する。 

 

 


